
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 
 

 

１２月農業委員会総会議事録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1

■日 時 2021年（令和３年）１２月１４日（火）１４：３０～１４：５５ 反訳：株式会社 

■場 所 和泉市コミュニティーセンター４階中集会室 会議録研究所 

■出席者 

（敬称略）

（議席順）

[農業委員]     計（９名） 

 1 若林 主治  2 橋本 卓爾  3   4 西辻 達佳  5 田口 榮男 

 6 藤原 松男  7 前田 敏行  8 岡田 如弘  9 福本 敏行 10 飯阪  保 

11  12  13      

[欠席委員]     計（４名） 

 3 辻野 清一 11 森  勝義 12 友田 博文 13 式森 彦人   

 [事務局]      計（４名） 

 中塚 好一  冨永 利幸  西川 秀士  麓  信也   

■提出資料 議案書 

■議案 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

 

報告第１号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出の専決受理について 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の専決受理について 

■議事内容 

事 務 局  こんにちは。それでは、ただいまから令和３年１２月の委員会総会を進めさせてい

ただきます。 

 本日は、友田会長が所用のため欠席となっておりますので、開会に当たりまして、

藤原副会長、御挨拶をお願いいたします。 

藤原副会長  （時節の挨拶） 

 それでは、ただいまから農業委員会総会を開催いたします。 

早速ですが、本日の出席者数を事務局から報告願います。 

事 務 局  本日委員会に出席されております委員は９名でございます。 

 欠席の旨、連絡のありました委員は１１番、森勝義委員、１２番、友田会長、１３

番、式森委員。 

 したがいまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によりまして、

本委員会が成立しておりますことを御報告いたします。 

 それでは、藤原副会長、議事進行、よろしくお願いいたします。 

藤原副会長  着座にて行いたいと思います。 

 本日の議事録署名人は、２番、橋本卓爾委員と４番の西辻達佳委員にお願いいたし

ます。 

（両委員の承諾あり） 



 

 

2

 １２月委員会議事日程、議案第１号から議案第３号、報告第１号から報告第３号と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 議案書２ページをお願いいたします。よろしいですか。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請承認について、農地所有権移転３

件に関する申請を別表のとおり定めるものといたします。 

 議案書３ページ、お願いいたします。 

 議案第１号、１番、池田下町の物件につきまして説明願います。 

事 務 局  事務局の麓でございます。 

 議案書３ページ、１番について説明させていただきます。 

 許可を受けようとする土地の所在は池田下町で、地目は田１筆、面積は４１９㎡、

譲渡人、譲受人、経営面積、年齢、人員、農地区分につきましては議案書記載のとお

りでございます。 

 申請地は水稲栽培されている農地であり、農地基本台帳において小作人の登載がな

いことを確認しております。 

 申請地の立地は、譲受人の拠点となる場所から３ｋｍ、車で１５分の距離に位置し

ております。 

 譲受人はトラクターなどを保有しており、農業従事日数は８０日で、３年３耕作を

行う旨の誓約書が添付されております。 

 また、周辺地域との関係については、周辺農地に支障ありません。贈与のため耕作

に変更がないためとのことです。 

 続きまして、地区担当の藤原副会長から受けました調査結果を報告いたします。 

 現地を確認したところ水稲栽培されている農地であり、譲渡人と現地で面談し、譲

渡することに同意されており、譲受人に電話にて意思確認したところ、譲渡人の指導

を受け水稲栽培を引き継ぐとのことです。申請どおり問題ありませんとの報告を受け

ております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議からも、この件に関し意見などはございません

でした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

藤原副会長  事務局の説明が終わりました。 

 これにつきまして、異議、意見はございませんか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 議案第１号、１番については、許可することと決定します。 

 続きまして、議案１号、２番、下宮町の物件につきまして、事務局から説明願いま

す。 

事 務 局  議案書３ページ、２番について説明させていただきます。 

 許可を受けようとする土地の所在は下宮町で地目は畑２筆、面積は合計１，０６４
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㎡、譲渡人、譲受人、経営面積、年齢、人員、農地区分につきましては議案書記載の

とおりでございます。 

 申請地は竹林であり、農地基本台帳において小作人の登載がないことを確認してお

ります。 

 申請地の立地は、譲受人の拠点となる場所から５０ｍ、徒歩で２分の距離に位置し

ております。 

 譲受人は、耕運機などを保有しており、農業従事日数は１２０日で、３年３耕作を

行う旨の誓約書が添付されております。 

 また、周辺地域との関係については、農薬の使用について周辺農地に支障のないよ

う使用しますとのことです。 

 続きまして、地区担当の飯阪委員から受けました調査結果を報告いたします。 

 現地を確認したところ竹林であり、譲渡人・譲受人に確認したところ、譲渡人は譲

渡することに同意されており、譲受人は申請地でタケノコ栽培をするとのことです。

申請どおり問題ありませんとの報告を受けております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議からも、この件に関し意見などはございません

でした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

藤原副会長  事務局の説明が終わりました。 

 これにつきまして、異議、意見はございませんか。 

（異議なしとの声） 

 ありがとうございます。 

 議案第１号、２番については、許可することと決定いたします。 

 続きまして、議案第１号、３番、池田下町の物件につきまして、事務局から説明願

います。 

事 務 局  議案書３ページ、３番について説明させていただきます。 

 許可を受けようとする土地の所在は池田下町で、地目は田１筆、面積は２８４㎡、

譲渡人、譲受人、経営面積、年齢、人員、農地区分につきましては議案書記載のとお

りでございます。 

 申請地は休耕地であり、農地基本台帳において小作人の登載がないことを確認して

おります。 

 申請地の立地は、譲受人の拠点となる場所から５．２ｋｍ、軽トラックで１３分の

距離に位置しております。 

 譲受人は、耕運機などを保有しており、農業従事日数は１５０日で、３年３耕作を

行う旨の誓約書が添付されております。 

 また、周辺地域との関係については、農薬の使用について周辺農地に支障のないよ

う使用しますとのことです。 

 続きまして、地区担当の藤原副会長から受けました調査結果を報告いたします。 
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 現地を確認したところ保全管理されており、譲渡人・譲受人に電話及び現地にて面

談し確認したところ、譲渡人は譲渡することに同意されており、譲受人は申請地に隣

接する自己所有地と一体的に果樹及び芋類をはじめとした野菜などの栽培をするとの

ことです。申請どおり問題ありませんとの報告を受けております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議からも、この件に関し意見などはございません

でした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

藤原副会長  事務局の説明が終わりました。 

 これにつきまして、異議、意見はございませんか。 

（異議なしとの声） 

 ありがとうございます。 

 議案第１号、３番については、許可することに決定いたします。 

 次に、議案書４ページをお願いいたします。 

 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請承認について、農地を農地以外の

用途に転用するため、これらの所有権移転１件に関する申請を別紙のとおり定めるも

のとします。 

 議案書５ページをお願いいたします。 

 議案第２号、番号１、下宮町の物件について、事務局から説明願います。 

事 務 局  事務局の西川です。 

 議案書５ページ、１番について説明させていただきます。 

 物件の所在地は下宮町で、地目は畑３筆、面積は合計３７２㎡、転用目的、譲渡

人、譲受人、施設物、農地区分につきましては議案書記載のとおりでございます。 

 また、農地基本台帳において小作人の登載がないことを確認しております。 

 農地転用の許可要件に規定されております立地基準につきましては、市街地化の傾

向が著しい区域に近接する農地の区域で、その規模が１０ｈａ未満の農地であるた

め、２種農地と判断します。 

 転用目的は露天駐車場で、譲受人は社会福祉法人から要望を受け、施設利用者の駐

車場１０台分を増設するため転用するもので、現地は整地のみを行い、雨水について

は水路に放流を行うものです。 

 続きまして、地区担当の飯阪委員から受けました調査結果を報告いたします。 

 申請地は、現在保全管理されております。申請地を転用することにより周辺農地及

び水路などへの影響はないと認められる。譲渡人・譲受人に確認したところ、転用目

的は申請内容どおり間違いなく、許可後速やかに転用し、地目を変更するとのことで

あり、許可やむを得ないと認めますとの報告を受けております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議においても、この件に関し意見などはございま

せんでした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく
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お願いいたします。 

藤原副会長  事務局の説明が終わりました。 

 この件につきまして、異議、意見はございませんか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます、 

 議案第２号、番号１については、許可やむを得ないということで大阪府に報告いた

します。 

 議案書６ページをお願いします。 

 議案第３号 農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１８号の規定による農用地利用集積計画２件を別表のとおり

定めるものとします。 

 議案第３号、番号１、上代町の物件について、事務局から説明願います。 

事 務 局  議案書７ページ、１番について説明させていただきます。 

 物件の所在地は上代町で、地目は畑２筆、面積は合計１，０５４㎡でございます。 

 貸手、借手、設定する利用権、借手の経営面積、新規・継続の別、農地区分につき

ましては、議案書記載のとおりでございます。 

 申請地は野菜栽培されている農地であり、農地基本台帳において小作人の登載がな

いことを確認しております。 

 続きまして、地区担当の立花推進委員から受けました調査結果の報告をいたしま

す。 

 現地確認を行い、野菜栽培されている農地であり、貸手、借手に意思確認を電話で

いたしました。貸手は申請地を貸すことに同意されております。借手は申請地でネ

ギ、ホウレンソウ、ジャガイモなどを栽培しておりました。申請どおり問題ありませ

んと報告を受けております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議からも、この件に関し意見などはございません

でした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

藤原副会長  事務局の説明が終わりました。 

 この件につきまして、異議、意見はございませんか。 

（異議なしとの声） 

 ありがとうございます。 

 議案第３号、１番については、決定することといたします。 

 次に、議案第３号、番号２。 

 この議案につきましては、福本委員が農業委員会に関する法律第３１条の議事参与

の制限により、審議が終わるまで退席していただきます。 

（福本敏行委員退席） 

 それでは、仏並町の物件について、事務局から説明願います。 
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藤原副会長 

 議案書７ページ、２番について説明させていただきます。 

 物件の所在地は仏並町で、地目は畑１筆、面積は１，７２１㎡でございます。 

 貸手、借手、設定する利用権、借手の経営面積、新規・継続の別、農地区分につき

ましては、議案書記載のとおりでございます。 

 申請地は野菜栽培されている農地であり、農地基本台帳において小作人の登載がな

いことを確認しております。 

 続きまして、地区担当の飯阪委員から受けました調査結果の報告をいたします。 

 現地確認を行い、野菜栽培されている農地であり、貸手、借手に意思確認を電話で

いたしました。貸手は申請地を貸すことに同意されております。借手は申請地で野菜

を栽培する予定であります。申請どおり問題ありませんと報告を受けております。 

 また、農地利用最適化推進委員会議からも、この件に関し意見などはございません

でした。 

 以上、申請内容と調査結果報告になりますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 事務局の説明が終わりました。 

 これにつきまして、異議、意見、ございませんか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 議案第３号、２番については決定することといたします。 

（福本敏行委員入室） 

 次に、報告案件に移ります。 

 議案書８ページ、報告第１号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況につ

いて、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第７０条の６第１項の規定の適用

を受けた特例農地の利用状況１件について、別表のとおり確認するものとする。 

 議案書９ページを参照してください。 

 次に、議案書１０ページ、報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届

出の専決受理について、農地を農地以外の用途に転用３件を専決により受理いたしま

したので報告します。 

 議案書１１ページを御参照ください。 

 次に、議案書１２ページ、報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届

出の専決受理について、農地を農地以外の用途に転用するため、所有権移転１４件を

専決により受理いたしましたので報告します。 

 議案書１３ページから１５ページを御参照ください。 

 以上をもちまして、本日の審議は全て終了いたしました。 

 御質問、ほかにありませんか。 

（質問等なし） 

 それでは、本日は委員の皆様方には忙しい中、誠にありがとうございます。 

 これにて終了いたします。 
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閉会時間１４時５５分 

 上記会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するためにここに署名する。 

  

  副会長 

 

 

 

  委 員 
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